
多摩市学びあい育ちあい推進審議会市民公募委員募集・選考要領 

 

令和７年１０月１５日決定 

教育部 教育振興課 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、令和８年４月１日から令和１０年３月３１日を任期とする多摩市学

びあい育ちあい推進審議会の市民公募委員（以下「市民委員」という。）の募集にあたり、

多摩市学びあい育ちあい推進審議会条例（平成２３年１２月２２日条例第２９号）第３条

第１項第６号に掲げる、公募による市民の選考方法、基準その他必要な事項について定め

るものとする。 

（公募の方法等） 

第２条 募集告知は、たま広報（令和７年１１月２０日号）及び多摩市公式ホームページ

により行う。 

２ 募集期間は、令和７年１１月２０日から令和７年１２月２０日までとする。 

３ 募集人数は、１人とする。 

（応募の資格・方法等） 

第３条 市民委員に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、１８歳以上で、次

の各号のいずれかに該当しなければならない。 

⑴ 多摩市に住所を有すること。 

⑵ 多摩市に存する事務所又は事業所に勤務していること。 

⑶ 多摩市に存する大学・専門学校に在学していること。 

２ 応募者は、作文（８００字程度。テーマ「地域でつながるために、社会教育に必要な

こと」）を提出するものとする。 

３ 応募者は、次に掲げる事項を申込書に記載し、教育委員会に提出しなければならない。 

⑴  氏名 

⑵  住所 

⑶  電話番号（ファクシミリ番号及びメールアドレスを含む。） 

⑷  性別 

⑸  年齢 

⑹  社会教育に関する学習や活動等について略歴があれば記載 

⑺  第１項第２号に該当する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称と所在地、 

      同項第３号に該当する者にあっては、在学する学校の名称と所在地。ただし、市の

区域内に住所を有する者は記載不要とする。 

４ 応募書類は、次の各号のいずれかの方法により、公募期間内に教育部教育振興課社会

教育係に到達したものを収受する。 

⑴ 応募者本人の持参又は代理人の持参 

⑵ 郵送 

⑶ ファクシミリ 

⑷ 多摩市公式ホームページ内応募専用フォームによる応募 



（資格審査・採点手順） 

第４条 提出された応募書類については、予め事務局で資格審査を行う。 

２ 資格審査後に、選考委員により採点基準に基づき採点を行う。 

３ 採点の際は応募者の氏名等は明示せず、任意の番号を付し採点する。 

 （選考委員） 

第５条 選考委員は、教育部長を委員長とし、社会教育・文化財担当課長、公民館長、図

書館長の４人をもって構成する。ただし、選考委員（委員長を除く。）が欠けた場合には、

委員長が指定する者を選考委員とすることができる。 

 （選考及び採点基準） 

第６条 市民委員に応募した者で、かつ、第３条第１項に掲げる資格要件を備えている者

より提出された作文については、選考委員が以下の評価項目について評価を行い、各項

目の素点を集計する。 

 【評価項目】 

⑴ 応募にかける熱意（委員になるにあたり自覚と責任ある考えを持っているか。） 

⑵ 分析力（社会教育（活動）に関する現状の課題意識はあるか。） 

⑶ 洞察力（社会教育（活動）に関する将来への先見性はあるか。） 

⑷ 客観性（社会教育（活動）全般にわたる幅広い視点や他の分野との連携を視野に入れ

ているか。） 

⑸ 表現力（作文タイトルに沿った内容を的確に表現しているか。） 

 【評価と素点】     

⑴ 特に良い:  ５点 

⑵ 良 い : ４点 

⑶ 普 通 : ２点 

⑷ もう少し: ０点 

２ 作文の得点集計の結果が１００点満点のうち、７５点以上の者を市民委員候補者とす

る。 

３ 作文の採点にあたっては、応募者の氏名等を除いた作文をもって採点し、採点表（第

１号様式）に選考委員が記載する。 

（選考の方法） 

第７条 市民委員に応募した者で、かつ、第３条第１項に掲げる資格要件を備えている者

のうちから、次に掲げる事項を総合的に判断して市民委員の選考を行うものとする。 

⑴  作文評価結果及び記載要件 

⑵  多摩市教育委員会における多摩市自治基本条例の施行に関する規則（平成１６年教

委規則第１３号）第１６条の委員の選任に関する規定 

２ 教育委員会は、応募した者の数が第２条第３項の募集定員（以下「募集定員」という。）

以下のときは、前項の規定によらず、市民委員の選考を行うことができるものとする。 

３ 教育委員会は、前２項の規定により選考した者の数が募集定員に満たない場合におい

て、当該満たない数の市民委員を選考するときは、公募以外の方法により市民委員を選

考することができるものとする。 

 



（選考結果の報告） 

第８条 委員長は、市民委員選考後、速やかに選考の結果を、書面により決定し教育長に

報告するものとする。 

（結果の通知） 

第９条 教育委員会は、前条の規定により市民委員を選考したときは、速やかに公表し、

かつ、応募した者全員に書面で通知するものとする。 

（文書の管理） 

第 10条 第３条第２項及び第３項の規定により提出された書面及び作文（以下「書面等」

という。）については、これを返還しない。 

２ 書面等の保存年限は、書面等を提出した日の属する年度の翌年度４月１日から起算し

て１０年間とする。 

（委任） 

第 11条 この要領に掲げるもののほか必要な事項は、教育部長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第１号様式（第６条関係） 

多摩市学びあい育ちあい推進審議会の市民公募委員に関する審査表 

令和８年４月１日委嘱分（１名） 

項 目 内  容 配点 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 

応募にかけ

る熱意 

委員になるにあたり自覚と責任ある

考えを持っているか？ 

５点 

満点 
          

分析力 
社会教育（活動）に関する現状の課

題意識はあるか？ 

５点 

満点 
          

洞察力 
社会教育（活動）に関する将来への

先見性はあるか？ 

５点 

満点 
          

客観性 

社会教育（活動）全般にわたる幅広

い視点や他の分野との連携を視野に

入れているか？ 

５点 

満点 
          

表現力 
作文タイトルに沿った内容を的確に

表現しているか？ 

５点 

満点 
          

【採点】 ５点（特に良い） ・ ４点（良い） ・ ２点（普通） ・  ０点（もう少し） 

作 文 得 点 合 計 
２５点

満点 
          

※作文の４名の審査員得点集計が７５点以上の者を市民委員候補者とし、社会教育（活動）に関する知識・実績・経歴、年齢、性別等

の均衡が保たれるように、総合的に判断する。 

評価者               

年代・性別・経歴等の情報            

審議会委員の構成上の偏りはないかなど総合的に

判断（年代・性別・経歴等） 
           


